
 

医療計画作成指針の主な改正点 

（平成 29年７月 31日付け改正） 

（厚生労働省研修会資料抜粋） 

１ 医師の確保について 

２ 歯科医師の確保について 

３ 薬剤師の確保について 

４ 看護師の確保について 

５ ５疾病・５事業及び在宅医療に係る指針 

 (1)脳卒中の医療体制構築に係る指針 

 (2)心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る指針 

 (3)精神疾患の医療体制の構築に係る指針 

 (4)周産期医療の体制構築に係る指針 

 (5)在宅医療の体制構築に係る指針 

６ 基準病床の算定について 

 

 

資料１ 



１
医
師
の
確
保
に
つ
い
て

3

医
師
の
確
保
に
向
け
て
③

＜
今

後
の
対

応
＞

○
今

後
、医

師
の
確

保
に
向

け
て
、医

計
画

に
お
い
て
、以

下
の
点

な
どに

つ
い
て
明

記
す

る
こととし

、
「早

急
に
実

可
能

な
医

師
偏

在
対

策
」を

都
道

府
県

に
お
い
て
推

進
。

�
キ
ャリア

形
成

プ
ログ

ラム
（

注
）に

つ
い
て
、地

域
枠

医
師

の
増

加
等

に
対

応
で
き
る
よ
う、全

都
道

府
県

に
お
い
て
、以

下
の
点

に
して

必
ず
策

定
す
る
ことに

よ
り、一

層
の
改

善
を
推

進
・

大
学

所
在

都
道

府
県

の
出

身
者

は
、

研
修

修
後

、
の
都

道
府

県
に
定

す
る
割

合
が

い
ことか

ら、地
域

枠
の

入
学

生
は
、原

則
として

、地
元

出
身

者
に
限

定
す
る
。

・
医

師
の
キ
ャリア

形
成

に
関

す
る

を
得

た
り、

派
遣

の
拌

な
ど医

師
確

保
の

点
か
ら大

学
（

医
学

部
・付

属
病

院
）

に
よ
る
医

師
派

遣
と整

合
的

な
医

師
派

遣
を
実

施
した

りす
る
ことが

で
き
る
よ
う、地

域
医

支
援

セ
ンター

が
キ
ャリア

形
成

プ
ログ

ラム
を
策

定
す
る
際

に
は
、大

学
（

医
学

部
・付

属
病

院
）

と十
分

連
携

す
る
。

（
注

）
キ
ャリア

形
成

プ
ログ

ラム
主

に
地

域
枠

医
師

を
対

拺
に
、地

域
医

に
事

す
る
医

師
の
キ
ャリア

形
成

上
の

拔
、医

師
拒

地
域

・診
の

拔
を

的
と

して
、都

道
府

県
（

地
域

医
支

援
セ
ン
ター

等
）

が
主

体
とな

り策
定

され
た
医

師
の

業
プ
ログ

ラム
。地

域
医

護
合

確
保

を
活

用
した

医
師

修
学

資
与

事
業

に
つ
い
て
は
、既

に
一

部
改

善
を
促

して
い
る
点

も
あ
る
。

な
お
、地

域
枠

に
つ
い
て
は
、平

成
20

以
の
医

学
部

定
員

の
暫

定
増

の
で
あ
る
医

師
確

保
が
必

要
な
地

域
や
診

へ
の

事
を
要

とす
る
地

域
枠

の
ほ

か
、都

道
府

県
と大

学
が
連

携
して

け
る
も
の
や
大

学
が
独

自
に

け
る
も
の
な
ど様

々
な
地

域
枠

が
在

して
い
る
。この

う
、学

生
に
奨

学
を

与
す
る
な
ど都

道
府

県
が
関

与
して

い
る
地

域
枠

に
つ
い
て
は
、原

則
として

、地
元

出
身

者
に
限

定
す
る
べ
き
で
あ
る
。ま

た
、大

学
独

自
の
地

域
枠

に
関

して
も
、地

域
枠

の
趣

旨
に
鑑

み
、可

能
な
限

り地
元

出
身

者
に
限

定
す
る
ことが

望
ま
しい

。さらに
、都

道
府

県
が
関

与
して

い
る
地

域
枠

に
つ
い
て
は
、必

ず
キ
ャリア

形
成

プ
ログ

ラム
を策

定
す
る
こととな

る
が
、大

学
独

自
の
地

域
枠

や
地

域
枠

以
外

の
医

師
に
つ
い
て
も
、地

域
医

へ
の

・関
を
よ
り一

層
め
、

の
キ
ャリア

と地
域

医
に
配

慮
され

た
医

師
派

遣
が

わ
れ

る
よ
う、都

道
府

県
が
策

定
した

キ
ャリア形

成
プログ

ラム
の
活

用
等

が
な
され

る
よ
う検

討
す
べ
き
で
あ
る
。

医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会

第
1
0
回
医
師
需
給
分
科
会
（
H
2
9
.6
.1
5
)

に
お
け
る
議
事
に
基
づ
き
作
成

7
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医
師
の
確
保
に
向
け
て
④

・
大

学
所

在
都

道
府

県
に
お
け
る

研
修

修
者

は
、

研
修

修
後

、
の
都

道
府

県
に
定

す
る
割

合
が

い
ことか

ら、原
則

として
、大

学
所

在
都

道
府

県
に
お
い
て

研
修

を
受

け
る
こととす

る
よ
う、キ

ャリア
形

成
プ
ログ

ラム
に

置
け
る
。

・
医

師
が

拒
す
る
地

域
や
診

に
お
け
る
医

師
を
確

保
す
る
とい

う医
学

部
定

員
の
暫

定
増

の
本

来
の
趣

旨
に
鑑

み
、キ

ャリ
ア
形

成
プ
ログ

ラム
に
お
い
て
、勤

務
地

や
診

を
限

定
す
る
。

・
修

学
資

与
事

業
に
お
け
る

業
義

務
限

に
つ
い
て
、対

拺
者

間
の
バ
ラつ

き
を
全

で
す
る
た
め
、

様
の
枠

組
み

で
あ
る
自

医
大

学
と

の
業

義
務

限
とす

る
。

・
地

域
枠

医
師

の
増

加
等

を
踏

ま
え
、特

の
な
く、特

定
の

主
体

に
派

遣
が
偏

らな
い
よ
うな

キ
ャリア

形
成

プ
ログ

ラ
ム
とす

る
。

・
出

産
、育

児
等

、医
学

部
入

学
時

点
で
は
想

定
され

な
か
った

や
む
を
得

な
い
事

情
が
発

生
した

場
合

に
は
、都

道
府

県
が
、キ

ャ
リア

形
成

プ
ログ

ラム
の
内

容
の

等
に
つ
い
て
、

に
対

応
で
き
る
よ
うに

す
る
。

医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会

第
1
0
回
医
師
需
給
分
科
会
（
H
2
9
.6
.1
5
)

に
お
け
る
議
事
に
基
づ
き
作
成

8

第
11関

す
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検
討
会

（
Ｈ
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医
師
の
確
保
に
向
け
て
⑤

�
今

後
作

成
予

定
の
、詳

細
な
医

師
の
配

置
状

況
が
把

握
で
き
る
新

た
な

デ
ー
タベ

ー
ス
を
、都

道
府

県
の
医

師
確

保
に
活

用

�
地

域
医

支
援

セ
ン
ター

とへ
き
地

医
支

援
機

拧
の
拇

合
も
拹

に
、へ

き
地

も
含

め
た
一

体
的

な
医

師
確

保
を
実

施

�
地

域
医

支
援

セ
ン
ター

に
よ
る
医

師
確

保
の
実

性
向

上
の
た
め
、

等
を
活

用
して

拊
手

医
師

の
主

体
的

な
参

画
を
促

す
な

ど様
々

な
関

わ
り方

を
可

能
に
す

る
ことで

、今
以

上
に
拊

手
医

師
へ
の
ア
プ
ロー

チ
を
強

化

�
①

へ
き
地

以
外

で
も
代

診
医

師
の
支

援
を

うこと
②

グ
ル
ー
プ
診

を
可

能
に
す
る
よ
う、

一
の
医

機
関

に
時

に
の
医

師
を
派

遣
した

り、
他

の
病

院
か
ら代

診
医

師
を
派

遣
す
る
よ
う斡

旋
す
る
こと

③
へ
き
地

以
外

で
も

で
の
診

支
援

を
うこと

な
ど、地

域
医

支
援

セ
ン
ター

の
派

遣
整

に
当

た
って

、医
師

の
勤

務
負

担
軽

減
に
配

慮

�
地

域
医

支
援

セ
ン
ター

と医
勤

務
改

善
支

援
セ
ン
ター

が
連

携

医
療
従
事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討
会

第
1
0
回
医
師
需
給
分
科
会
（
H
2
9
.6
.1
5
)

に
お
け
る
議
事
に
基
づ
き
作
成

9

第
11関

す
る
検
討
会

（
Ｈ
29.６

.30）



２
歯
科
医
師
の
確
保
に
つ
い
て

10

病
院
に
勤
務
す
る
歯
科
医
師
の
確
保
に
向
け
て

病
院
に
勤
務
す
る
歯
科
医
師
の
確
保
に
向
け
て

病
院
に
勤
務
す
る
歯
科
医
師
の
確
保
に
向
け
て

病
院
に
勤
務
す
る
歯
科
医
師
の
確
保
に
向
け
て
③③③ ③

＜
今

後
の
対

応
＞

○
今

後
、医

計
画

に
お
い
て
は

、「
医

師
の
資

質
向

上
等

に
関

す
る
検

討
会

」等
の
関

係
審

議
会

等
に
お
け

る
議

の
進

状
況

を
踏

ま
え
、医

連
携

を
に
推

進
す

る
た
め
の
具

体
的

な
方

策
の
一

つ
として

、
医

師
の
担

うべ
き
役

割
や
、勤

務
す
る
場

所
を
含

め
た
、

医
師

の
確

保
に
向

け
た
取

組
を
記

す
る
ことを

検
討

す
る
。

総
数
(人

)
対
医
療
施
設
従
事
者

（
出
典
：
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
調
査
）

14
16

18
20

22
24

26

医
師

90,499
92,696

94,593
96,674

98,723
99,659

100,965

診
所

87.1%
87.4%

87.0%
87.5%

87.4%
87.4%

88.0%

病
院

（
医

育
機

関
を
除

く）
2.8%

2.8%
2.9%

3.0%
3.0%

2.9%
3.1%

病
院

（
医

育
機

関
）

10.1%
9.8%

10.1%
9.5%

9.6%
9.7%

9.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

82,000

86,000

90,000

94,000

98,000

102,000

（
参
考
：
医
療
施
設
に
従
事
す
る
歯
科
医
師
数
）
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３
薬
剤
師
の
確
保
に
つ
い
て

15

か
か
り
つ
け
薬
剤
師
の
確
保
に
向
け
て
③

＜
今

後
の
方

針
、方

向
性

＞
○

患
者

の
た
め
の
薬

局
ビジ

ョンの
内

容
を
踏

ま
え
、か

か
りつ

け
薬

剤
師

・薬
局

として
、以

下
の
機

能
を
備

え
て
い
く必

要
が
あ
る
。

①
服

薬
情

報
の
一

元
的

・継
続

的
把

握
と

れ
に

く薬
学

的
拻

・指
導

②
２

４
時

間
対

応
・在

対
応

③
か
か
りつ

け
医

を
め
とした

医
機

関
等

との
連

携
強

化
○

今
後

、上
記

内
容

を
備

え
た
薬

剤
師

を
確

保
す

る
た
め
、医

計
画

に
お
い
て
、「薬

剤
師

の
資

質
向

上
の
た
め
に
、『患

者
の
た

め
の
薬

局
ビジ

ョン
』を

踏
ま
え
、最

新
の
医

医
薬

品
等

に
関

す
る

的
情

報
の

得
を

としつ
つ
、患

者
・

との
ー

ョン
能

の
向

上
に
資

す
る
研

修
、

医
機

関
等

との
連

携
強

化
に
つ
な

が
る

職
と共

で
実

施
す

る
研

修
等

が
わ
れ

る
よ
う、研

修
状

況
を
把

握
し、関

係
者

間
の

整
を

う。」旨
を
明

記
し、薬

剤
師

の
資

質
向

上
を
含

め
、か

か
り

つ
け
薬

剤
師

の
確

保
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く
。

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

「
患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」
～
「
門
前
」
か
ら
「
か
か
り
つ
け
」
、
そ
し
て
「
地
域
」
へ
～

か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬
局

☆
副
作
用
や
効
果

の
継

続
的

な
確

認
☆
多
剤
・重
複
投
薬
や
相
互
作
用
の
防
止

・
24時

間
の
対

応
・
在

患
者

へ
の
薬

学
的

拻
・服

薬
指

導

☆
・

へ
の
対

応

☆
副

作
用

・服
薬

状
況

の
フィー

ドバ
ック

○
Ｉ

Ｃ
Ｔ

（
電

子
版

お
薬

手
帳

等
）

を
活

用
し、

・
患

者
が
か
か
る

の
の

・
一

般
用

医
薬

品
等

を
含

め
た
服

薬
情

報
を
一

元
的

・継
続

的
に
把

握
し、薬

学
的

拻
・指

導

☆
医

機
関

へ
の

受
診

勧
奨

☆
疑

義
照

会
・

処
方

提
案

☆
医

薬
品

等
に
関

す
る
相

談
や
健

康
相

談
へ
の
対

応

※
地

域
の
薬

局
・地

区
薬

剤
師

会
との

連
携

の
ほ
か
、へ

き
地

等
で
は

、相
談

受
付

等
に
当

た
り地

域
包

括
支

援
セ
ンター

等
との

連
携

も
可

能

医
療
機
関
等
と
の
連
携

2
4
時
間
対
応
・
在
宅
対
応

服
薬
情
報
の
一
元
的
・
継
続
的
把
握
と

そ
れ
に
基
づ
く
薬
学
的
管
理
・
指
導☆

医
情

報
連

携
ッ

ワ
ー
クで

の
情

報
共

有

平
成

27
10月

23日
公

表18
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４
看
護
職
員
の
確
保
に
つ
い
て

19

看
護
職
員
の
確
保
に
向
け
て
②

（
参

考
）

「医
計

画
に
つ
い
て
（

平
成

29
月

31日
付

け
医

政
発

0331第
57

生
医

政
局

）
」
別
紙
医
療
計
画
作
成
指
針

５
．
医
療
従
事
者
の
確
保
【
医
療
従
事
者
の
現
状
及
び
目
標
】

①
歯
科
医
師
、
②
薬
剤
師
、
③
看
護
職
員
（
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
・
准
看
護
師
）
、
④
そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者

診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
・
衛
生
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
、
・
・
・

＜
現

状
の
取

組
と課

題
＞

○
看
護
職
員
の
復
職
支
援
・離
職
防
止
等
の
総
合
的
な
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。

（
１
）
看
護
職
員
の
復
職
支
援
の
強
化
（看
護
師
等
人
材
確
保
促
進
法
改
正
平
成
２
７
年
１
０
月
１
日
施
行
）

・
看
護
師
等
免
許
保
持
者
に
つ
い
て
一
定
の
情
報
の
届
出
制
度
を
創
設
し
、
離
職
者
の
把
握
を
徹
底
。

・
都
道
府
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
が
、
離
職
後
も
一
定
の
つ
な
が
り
を
確
保
し
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
等
を
踏
ま
え
て
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
復
職

研
修
等
の
必
要
な
支
援
を
実
施
。

（
２
）
勤
務
環
境
の
改
善
を
通
じ
た
定
着
・離
職
防
止
（医
療
法
改
正
平
成
２
６
年
１
０
月
１
日
施
行
）

・
看
護
職
員
を
含
め
た
医
療
従
事
者
全
体
の
勤
務
環
境
を
改
善
す
る
た
め
、
医
療
機
関
に
よ
る
自
主
的
な
勤
務
環
境
改
善
の
取
組
を
促

進
し
、
都
道
府
県
医
療
勤
務
環
境
改
善
支
援
セ
ン
タ
ー
が
医
療
機
関
の
取
組
を
支
援
。

・
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
等
に
も
配
慮
し
た
取
組
を
促
進
し
、
看
護
職
員
の
定
着
・離
職
防
止
を
推
進
。

○
第
６
次
医
療
計
画
に
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
に
基
づ
く
、
看
護
職
員
の
復
職
支
援
や
離
職
防
止
の
記
載
が
な
い
た
め
、
医

療
計
画
に
明
記
し
て
更
な
る
看
護
職
員
の
復
職
支
援
や
離
職
防
止
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
。

看
護
職
員
の
確
保
に
向
け
て
③

＜
今

後
の
対

応
＞

○
今

後
、医

計
画

に
お
い
て
、「看

護
職

員
の
確

保
に
向

け
て
、地

域
の
実

情
を
踏

ま
え
つ
つ
看

護
師

等
の

職
出

を
活

用
した

職
支

援
や
、医

機
関

の
勤

務
改

善
に
よ
る

職
拌

な
どの

取
組

を
推

進
して

い
くこと

が
必

要
で
あ
る
。」旨

を
明

記
し、看

護
職

員
の
確

保
に
向

け
た
取

組
を
推

進
して

い
く。
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特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
確
保
に

特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
確
保
に

特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
確
保
に

特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
確
保
に
向
け
て
③

向
け
て
③

向
け
て
③

向
け
て
③

＜
今

後
の
対

応
＞

○
今

後
、在

医
等

を
支

え
る
看

護
師

を
地

域
で
計

画
的

に
成

して
い
くた

め
、医

計
画

に
お
い
て
、「地

域
の
実

情
を
踏

ま
え
、看

護
師

が
特

定
研

修
を
地

域
で
受

講
で
き
る
よ
う、指

定
研

修
機

関
実

を
う

施
の
確

保
等

の
研

修
体

制
の
整

備
に
向

け
た
計

画
」を

明
記

し、都
道

府
県

に
お
け
る
特

定
研

修
を
修

した
看

護
師

の
確

保
に
向

け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く
。

③
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
等
の
活
用

に
よ
る
支
援
事
業
等
の
実
施

①
調
査
等
に
よ
る
現
状
の
把
握
及
び
課
題
の

抽
出

②
関
係
団
体
等
と
の
連
携
体
制
の
構
築

看
護
師
が
特
定

看
護
師
が
特
定

看
護
師
が
特
定

看
護
師
が
特
定
行
為
研
修
を
地
域
で
受
講

行
為
研
修
を
地
域
で
受
講

行
為
研
修
を
地
域
で
受
講

行
為
研
修
を
地
域
で
受
講
ででで で

き
る
よ
う
、
指
定
研
修
機
関
及
び
実
習
を
行
う

き
る
よ
う
、
指
定
研
修
機
関
及
び
実
習
を
行
う

き
る
よ
う
、
指
定
研
修
機
関
及
び
実
習
を
行
う

き
る
よ
う
、
指
定
研
修
機
関
及
び
実
習
を
行
う

協
力
施
設
の
確
保
等
の
研
修
体
制

協
力
施
設
の
確
保
等
の
研
修
体
制

協
力
施
設
の
確
保
等
の
研
修
体
制

協
力
施
設
の
確
保
等
の
研
修
体
制
ををを を
整
備

整
備
整
備

整
備

都
道
府
県
に
お
け
る
取
組
の
イ
メ
ー
ジ

④
具
体
的
な
計
画

を
医
療
計
画
に

記
載
し
、
体
制
を

整
備

2
0
2
5
年
に
向
け
、
在
宅
医
療
等

を
支
え
る
た
め
、
地
域
の
実
情

を
踏
ま
え
た
、
特
定
行
為
研
修

を
修
了
し
た
看
護
師
の
確
保
、

活
躍
の
推
進
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脳
卒
中
の
医
療
体
制

�
急
性
期
脳
梗
塞
に
対
し
、
t-P

A
療
法
、
血
管
内
治
療

が
有
効
で
あ
る
が
、
普
及
が
不
十
分
。

�
脳
卒
中
は
、
介
護
の
原
因
疾
患
の
第
一
位
。

�
脳
卒
中
は
、
発
作
後
1
年
で
1
0
%
、
5
年
で
5
0
%
と
高
率

に
再
発
す
る
。

�
脳
血
管
疾
患
に
よ
る
死
亡
を
防
ぎ
、
ま
た
、
要
介
護
状
態
に
至
る
患
者
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
発
症
後
、
病
院
前
救
護
を
含
め
、
早
急
に
適
切
な

急
性
期
診
療
を
実
施
す
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

�
急
性
期
か
ら
慢
性
期
を
通
じ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
、
再
発
・合
併
症
予
防
を
含
め
た
、
一
貫
し
た
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
構
築
す
る
。

【
概
要
】

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫
し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築
12

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

慢
性

慢
性
慢
性

慢
性
期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

適
切
な
急
性
期
治
療
の
実
施

適
切
な
急
性
期
治
療
の
実
施

適
切
な
急
性
期
治
療
の
実
施

適
切
な
急
性
期
治
療
の
実
施

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
と
再
発
・
合
併
症
へ
の
対
応

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
と
再
発
・
合
併
症
へ
の
対
応

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
と
再
発
・
合
併
症
へ
の
対
応

回
復
期
・
慢
性
期
の
後
遺
症
軽
減
と
再
発
・
合
併
症
へ
の
対
応

時
間
経
過

身体機能

発
症

再
発
・

合
併
症

平
均
的

平
均
的

平
均
的

平
均
的
な
救
急

な
救
急

な
救
急

な
救
急
搬
送

搬
送
搬
送

搬
送
圏
内
で
の
連
携

圏
内
で
の
連
携

圏
内
で
の
連
携

圏
内
で
の
連
携

遠
隔
診
療
を
用
い
た
診
断
の
補
助

遠
隔
診
療
を
用
い
た
診
断
の
補
助

遠
隔
診
療
を
用
い
た
診
断
の
補
助

遠
隔
診
療
を
用
い
た
診
断
の
補
助

(補
助
下
で
の
)t-P

A

療
法
が
可
能

t-P
A
療
法

が
可
能

t-P
A
療
法
に
加
え
て
、
血
管
内
治

療
や
外
科
的
治
療
が
可
能

(補
助
下
で
の
)t-P

A
療
法
が
可
能

平
均
的

平
均
的

平
均
的

平
均
的
な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

【【【 【
急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ

急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ

急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ

急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
】】】 】

�
地
域
の
医
療
施
設
が
連
携
し
て
、
2
4
時
間

専
門
的
な
急
性
期
診
療
を
提
供
で
き
る
体
制

の
構
築
。

・
平
均
的
な
救
急
搬
送
圏
内
で
の
連
携
体
制
が
基
本
。

・
遠
隔
画
像
診
断
等
の
診
断
の
補
助
に
基
づ
く
t-P

A

療
法
の
実
施
。

�
施
設
毎
の
医
療
機
能
を
明
確
に
し
た
上
で
の
、

効
率
的
な
連
携
体
制
。

�
提
供
す
る
急
性
期
医
療
に
つ
い
て
、
適
切
性
、

安
全
性
等
の
質
の
確
保
。

【【【 【
脳
卒
中
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ

脳
卒
中
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ
】】】 】

発
症
後
の
経
過
、
予
後
が
個
人
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
。

維
持
期
の
医
療
（
か
か
り
つ
け
医
等
）

急
性
期
の
医
療

回
復
期
の
医
療

維
持
期
の
医
療
（
療
養
）

再
発
・
合
併
症
併
発
時
の
医
療

�
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
適
応
の
検
討
。

･機
能
的
な
改
善
の
到
達
点
と
到
達
す
る
時
期
の
想
定
。

･回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
適
応
が
あ
る
場
合
は
、
地
域
連
携
パ
ス
の
活
用
等
に
よ
る
、
急
性
期
か
ら
回
復
期
の

医
療
、
回
復
期
か
ら
維
持
期
の
医
療
へ
の
円
滑
な
移
行
。

�
脳
卒
中
再
発
・
合
併
症
予
防
の
継
続
と
、
再
発
・合
併
症
発
症
時
の
、
患
者
の
状
態
等
に
応
じ
た
適

切
な
医
療
施
設
に
お
け
る
治
療
の
実
施
。

（
極
端
な
増
悪
）

個
人
の
状
態
等
に
応
じ
た

個
人
の
状
態
等
に
応
じ
た

個
人
の
状
態
等
に
応
じ
た

個
人
の
状
態
等
に
応
じ
た
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を

シ
ョ
ン
を

シ
ョ
ン
を

シ
ョ
ン
を
含
む
医
療
の
提
供
が
必
要

含
む
医
療
の
提
供
が
必
要

含
む
医
療
の
提
供
が
必
要

含
む
医
療
の
提
供
が
必
要

時
間
経
過

身体機能

心
不
全
リ
ス
ク
状
態

症
候
性
心
不
全

心
不
全
発
症

心
不
全
難
治
化

慢
性
心
不
全
増
悪
に
よ
る
入
院
治
療

（
突
然
死
）

器
質
的
心
血
管
疾
患
（
※
）
の
発
症
・
再
発

【【【 【
心
血
管
疾
患
患
者
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ

心
血
管
疾
患
患
者
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ

心
血
管
疾
患
患
者
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ

心
血
管
疾
患
患
者
の
臨
床
経
過
イ
メ
ー
ジ
】】】 】

※
急
性
心
筋
梗
塞
を
含
む
虚
血
性
心
疾
患
や
大
動
脈
解
離
等

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

心
血
管
疾
患
の
臨
床
経
過
を
踏
ま
え
た
、

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫

急
性
期
か
ら
回
復
期
及
び
慢
性
期
ま
で
の
一
貫
し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

し
た
医
療
体
制
の
構
築

急
性
期
・
急
性
増
悪
時
の
死
亡
率
抑
制

急
性
期
・
急
性
増
悪
時
の
死
亡
率
抑
制

急
性
期
・
急
性
増
悪
時
の
死
亡
率
抑
制

急
性
期
・
急
性
増
悪
時
の
死
亡
率
抑
制

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

回
復
期
・
慢
性
期
の
再
発
・
増
悪
予
防

再
発
･増
悪
に
よ
る

再
入
院
と
寛
解
を

繰
り
返
し
徐
々
に

身
体
機
能
が
悪
化

急
性
発
症

急
性
増
悪

�
対
応
疾
患
に
応
じ
た
、
2
4
時
間
専
門
的
な
急
性

期
診
療
を
提
供
で
き
る
体
制
の
構
築
。

・
平
均
的
な
救
急
搬
送
圏
内
で
の
連
携
体
制
が
基
本
。

・
地
域
や
対
応
疾
患
（
※
）
に
よ
っ
て
は
平
均
的
な

救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携
体
制
の
構
築
。

※
緊
急
の
外
科
的
治
療
が
必
要
な
急
性
大
動
脈
解
離
等

�
多
面
的
・
包
括
的
な
疾
病
管
理
（
患
者
教
育
、
運
動
療
法
、
冠
危
険
因
子
の
管
理
等
）
の
推
進
。

�
地
域
の
医
療
資
源
を
効
率
的
に
用
い
て
、
多
職
種
が
連
携
で
き
る
体
制
の
構
築
。

�
地
域
全
体
で
患
者
を
管
理
す
る
体
制
の
構
築
。
（
か
か
り
つ
け
医
等
と
専
門
的
医
療
を
行
う
施
設
の
連
携
）

平
均
的

平
均
的

平
均
的

平
均
的
な
救
急

な
救
急

な
救
急

な
救
急
搬
送

搬
送
搬
送

搬
送
圏
内
で
の
連
携

圏
内
で
の
連
携

圏
内
で
の
連
携

圏
内
で
の
連
携

診
療
情
報
の
共
有
に
よ
る
相
談
・
連
携
体
制

Ｐ
Ｃ
Ｉや

内
科
的
治
療

内
科
的

治
療

Ｐ
Ｃ
Ｉや
内
科
的
治
療
に
加
え

て
、
外
科
的
治
療
等

Ｐ
Ｃ
Ｉや
内
科
的
治
療

平
均
的

平
均
的

平
均
的

平
均
的
な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

な
救
急
搬
送
圏
外
と
の
連
携

【【【 【
急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ

急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ

急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ

急
性
期
診
療
提
供
の
た
め
の
施
設
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
】】】 】

Ｐ
Ｃ
Ｉ：
経
皮
的
冠
動
脈
イ
ン
タ
ー
ベ
ン
シ
ョ
ン

心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
の
医
療
体
制

�
急
性
心
筋
梗
塞
死
亡
例
の
半
数
以
上
は
院
外
心
停
止

で
あ
る
。

�
急
性
大
動
脈
解
離
は
発
症
後
2
日
で
の
死
亡
率
が
5
0
％

に
達
す
る
。

�
心
血
管
疾
患
の
終
末
的
な
病
態
で
あ
る
心
不
全
は
増
加

傾
向
に
あ
る
。

�
1
年
間
で
慢
性
心
不
全
患
者
の
約
2
0
～
4
0
％
は
再
入
院

す
る
。

�
「
急
性
心
筋
梗
塞
」
を
「
心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
」
と
見
直
し
、
心
不
全
等
の
合
併
症
等
を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

�
急
性
期
心
血
管
疾
患
に
よ
る
死
亡
を
防
ぐ
た
め
、
発
症
後
、
病
院
前
救
護
を
含
め
、
早
急
に
適
切
な
治
療
を
開
始
す
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

�
急
性
期
の
治
療
に
引
き
続
き
、
回
復
期
及
び
慢
性
期
の
適
切
な
治
療
を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
。

【
概
要
】

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患

心
不
全
等
の
合
併
症
や
、
他
の
心
血
管
疾
患
（
大
（
大（大
（
大

動
脈
解
離
等
）

動
脈
解
離
等
）

動
脈
解
離
等
）

動
脈
解
離
等
）を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

を
含
め
た
医
療
提
供
体
制
の
構
築

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

心
不
全

急
性
心
筋
梗
塞

入
院
患
者
数
の
推
移

1
（
千
人
）

（
年
度
）

心
不
全
は
毎
年

約
1
万
人
増
加

1
:日
本
循
環
器
学
会

循
環
器
疾
患
診
療

実
態
調
査
報
告
書

29

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

急
性
期
の
課
題
例

慢
性

慢
性
慢
性

慢
性
期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例

期
の
課
題
例



疾
病

・
事

業
及

び
医

に
係

る
医

体
制

に
つ

い
て

（
平

成
29

７
31日

付
け

医
政

地
発

0731第
１

厚
生

医
政

地
域

医
計

画
課

知
）

（
）

疾
病

・
事

業
及

び
医

に
係

る
医

体
制

構
築

に
係

る
指

精
神

疾
患

の
医

体
制

の
構

築
に

係
る

指
第

１
精

神
疾

患
の

現
状

１
現

状
・

課
題

（
１

）
統

合
失

調
症

（
）

（
２

）
う

つ
病

・
躁

う
つ

病
（

）
（

３
）

認
知

症（
中

）
（

政
策

動
向

）
厚

生
は

、
平

成
37（

2025）
を

え
、

認
知

症
の

人
の

勪
が

さ
れ

、
で

き
る

限
り

住
み

慣
れ

た
地

域
の

よ
い

環
で

ら
し

く
暮

ら
し

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
社

会
の

実
現

を
目

指
し

、
平

成
27

１
27日

に
認

知
症

施
策

推
進

総
合

勛
（

ン
ン

、
以

総
合

勛
と

い
う

。
）

を
関

係
と

で
策

し
た

。総
合

勛
は

７
つ

の
に

っ
て

施
策

を
推

進
し

て
お

り
、

そ
の

の
つ

と
し

て
、

早
期

診
断

・
早

期
対

応
を

に
、

医
・

介
護

等
の

機
的

連
携

に
よ

り
、

認
知

症
の

容
態

に
応

じ
て

最
も

ふ
さ

わ
し

い
勰

で
医

・
介

護
等

が
さ

れ
る

循
環

型
の

仕
組

み
の

実
現

を
置

付
け

て
い

る
。

循
環

型
の

仕
組

み
の

実
現

の
た

め
、

え
、

各
地

域
に

お
い

て
、

認
知

症
の

発
症

初
期

か
ら

、
状

況
に

応
じ

て
医

と
介

護
が

体
と

な
っ

た
認

知
症

の
人

へ
の

支
援

体
制

の
構

築
を

図
る

こ
と

を
目

的
に

、
平

成
17

よ
り

、
認

知
症

の
人

の
診

に
し

、
か

か
り

つ
け

医
へ

の
そ

の
の

支
援

を
い

、
専

門
医

機
関

や
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
等

と
の

連
携

の
推

進
役

と
な

る
医

師
と

し
て

、
認

知
症

サ
ポ

ー
ト

医
を

養
成

し
て

い
る

。
平

成
28

末
時

点
で

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

養
成

研
修

の
受

講
者

数
は

6.6千
人

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

平
成

20 
よ

り
、

認
知

症
の

専
門

的
医

の
体

制
を

強
化

す
る

た
め

、
認

知
症

疾
患

医
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
を

開
始

し
、

平
成

28
末

時
点

に
お

い
て

全
国

で
375 

勰
の

認
知

症
疾

患
医

セ
ン

タ
ー

（
基

型
15、

地
域

型
335、

連
携

型
25）

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
ほ

か
、

平
成

27 
よ

り
、

や
か

に
な

医
・

介
護

等
が

受
け

ら
れ

る
初

期
の

対
応

体
制

が
構

築
さ

れ
る

よ
う

、
認

知
症

が
疑

わ
れ

る
人

や
認

知
症

の
人

及
び

そ
の

家
族

を
、

複
数

の
専

門
職

が
勬

し
、

ア
セ

ス
ン

ト
、

家
族

支
援

な
の

初
期

の
支

援
を

包
括

的
、

集
中

的
に

い
、

支
援

の
サ

ポ
ー

ト
を

う
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
を

市
町

村
に

設
置

し
て

お
り

、
平

成
28

末
時

点
で

703市
町

村
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

（
医

体
制

に
関

す
る

検
討

課
題

）
第

７
次

医
計

画
に

お
い

て
は

、
認

知
症

に
対

応
で

き
る

医
機

関
を

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

認
知

症
に

対
応

で
き

る
専

門
職

の
養

成
や

多
職

種
連

携
・

多
施

設
連

携
の

推
進

の
た

め
、

地
域

連
携

拠
点

機
能

及
び

都
道

府
県

連
携

拠
点

機
能

の
強

化
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

さ
ら

に
、

認
知

症
の

人
が

早
期

の
診

断
や

周
辺

症
状

へ
の

対
応

を
含

む
等

を
受

け
、

で
き

る
限

り
住

み
慣

れ
た

地
域

で
生

活
を

継
続

で
き

る
よ

う
に

、
介

護
保

険
事

業
（

支
援

）
計

画
と

整
合

性
を

図
る

と
と

も
に

、
数

値
目

標
も

含
め

総
合

勛
に

基
づ

き
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
医

体
制

の
整

備
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
に

は
、

以
に

つ
い

て
勪

さ
れ

た
い

。
①

早
期

診
断

・
早

期
対

応
の

た
め

の
体

制
整

備
に

つ
い

て
（

か
か

り
つ

け
医

、
認

知
症

サ
ポ

ー
ト

医
の

養
成

）
か

か
り

つ
け

医
認

知
症

対
応

向
上

研
修

の
実

施
や

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

の
養

成
を

進
め

、
身

近
な

か
か

り
つ

け
医

が
認

知
症

に
対

す
る

対
応

を
め

、
必

要
に

応
じ

て
な

医
機

関
に

繋
ぐ

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
（

認
知

症
初

期
集

中
支

援
チ

ー
ム

の
取

組
の

推
進

）
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
の

取
組

が
に

え
る

よ
う

、
医

関
係

体
と

の
調

整
を

図
る

等
、

市
町

村
の

支
援

を
う

こ
と

７

（
認

知
症

疾
患

医
セ

ン
タ

ー
※等

の
整

備
）

都
道

府
県

と
に

地
域

の
中

で
う

き
機

能
を

ら
か

に
し

た
上

で
、

認
知

症
疾

患
医

セ
ン

タ
ー

と
認

知
症

疾
患

医
セ

ン
タ

ー
以

勭
の

認
知

症
の

診
断

を
え

る
医

機
関

※
※に

つ
い

て
、

次
医

に
お

け
る

65 歳
以

上
人

口
も

踏
ま

え
、

計
画

的
に

整
備

を
図

っ
て

い
く

こ
と

。
認

知
症

疾
患

医
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
は

、
な

く
と

も
次

医
に

１
勰

以
上

、
人

口
の

多
い

次
医

で
は

65 歳
以

上
人

口
勦

人
に

１
勰

整
備

す
る

こ
と

。
※

 認
知

症
疾

患
医

セ
ン

タ
ー

保
・

医
・

介
護

機
関

等
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
認

知
症

に
関

す
る

な
診

断
や

、
認

知
症

の
動

・
症

状
と

身
体

合
症

に
対

す
る

急
性

期
、

専
門

医
等

を
実

施
す

る
も

の
と

し
て

、
各

都
道

府
県

（
指

都
市

）
が

指
し

た
医

機
関

※
※

 認
知

症
の

診
断

を
え

る
医

機
関

認
知

症
疾

患
医

セ
ン

タ
ー

に
置

す
き

医
師

と
等

の
医

師
及

び
者

（
勲

）
が

置
さ

れ
て

い
る

医
機

関（
医

師
や

師
の

認
知

症
対

応
向

上
）

医
師

認
知

症
対

応
向

上
研

修
、

師
認

知
症

対
応

向
上

研
修

を
関

係
体

の
を

得
な

が
ら

実
施

し
、

医
師

、
師

が
、

認
知

症
の

疑
い

が
あ

る
人

に
早

期
に

気
付

き
、

か
か

り
つ

け
医

等
と

連
携

し
て

対
応

で
き

る
よ

う
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

②
動

・
症

状
（

）
や

身
体

合
症

等
へ

の
な

対
応

（
病

院
勲

の
医

事
者

に
対

す
る

認
知

症
対

応
向

上
）

病
院

勲
の

医
事

者
に

対
す

る
認

知
症

対
応

向
上

研
修

や
護

職
員

の
認

知
症

対
応

向
上

研
修

を
関

係
体

の
を

得
な

が
ら

実
施

し
、

急
性

期
病

院
等

に
お

け
る

認
知

症
の

な
対

応
の

向
上

を
図

る
こ

と
（

な
等

の
や

の
た

め
の

支
援

体
制

の
整

備
）

認
知

症
の

人
に

動
・

症
状

（
）

や
身

体
合

症
等

が
ら

れ
た

合
に

も
、

医
機

関
等

で
な

や
ー

ン
を

実
施

す
る

こ
と

。
ま

た
、

退
院

後
も

認
知

症
の

人
の

容
態

に
最

も
ふ

さ
わ

し
い

勰
で

な
サ

ー
ス

が
さ

れ
る

循
環

型
の

仕
組

み
を

構
築

す
る

観
点

か
ら

、
早

期
退

院
を

阻
害

す
る

要
因

を
検

討
し

た
上

で
、

な
退

院
や

の
た

め
の

支
援

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
③

医
・

介
護

等
の

機
的

な
連

携
の

推
進

（
認

知
症

地
域

支
援

推
進

員
の

取
組

の
推

進
）

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

が
う

医
・

介
護

等
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
等

の
取

組
が

に
進

む
よ

う
、

医
関

係
体

と
の

調
整

を
図

る
等

、
市

町
村

の
支

援
を

う
こ

と
（

認
知

症
ケ

ア
パ

ス
の

活
用

）
地

域
で

成
し

た
認

知
症

ケ
ア

パ
ス

に
つ

い
て

、
認

知
症

の
人

や
そ

の
家

族
、

医
・

介
護

関
係

者
等

の
で

さ
れ

、
サ

ー
ス

が
れ

目
な

く
さ

れ
る

よ
う

、
そ

の
活

用
を

推
進

す
る

こ
と

（
性

認
知

症
の

人
や

そ
の

家
族

の
支

援
）

性
認

知
症

支
援

ー
ネ

ー
タ

ー
と

医
機

関
と

の
連

携
等

、
性

認
知

症
の

人
や

そ
の

家
族

を
支

援
す

る
関

係
者

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

を
推

進
す

る
こ

と

（
）

（
１

）
（

）
２

（
）

第
２

（
）

第
３

（
）

８



①
圏

域
設

定
の

し
も

め
た

を
。

②
「

産
科

医
確

保
事

業
等

」
を

し
、

分
娩

取
扱

施
設

の
確

保
や

、
産

科
医

の
派

遣
、

圏
域

を
越

え
る

搬
送

体
制

の
準

備
等

を
通

じ
た

、
問

題
の

解
消

に
向

け
た

対
策

を
盛

り
込

む
。

2

に
け
る
「

」
の

し
の
ポ
イ
ン
ト

し
の

産
科

二
次

医
圏

の
解

消
に

向
け

た
対

策
の

設
定

。

産
婦

人
科

・
産

科
医

師
ゼ

ロ
の

医
圏

（
※

１
）

分
娩

取
扱

施
設

ゼ
ロ

（
常

勤
換

算
医

師
数

も
ゼ

ロ
）

の
医

圏
（

※
２

）

産
婦

人
科

・
産

科
医

師
も

分
娩

取
扱

施
設

も
ゼ

ロ
の

医
圏

・
南

会
津

（
福

島
県

）
・

南
（

県
）

・
高

幡
（

高
知

県
）

・
日

高
（

）
・

（
）

・
南

（
県

）

・
奥

越
（

福
井

県
）

・
三

部
（

知
県

）
・

（
島

県
）

※
１

分
娩

取
扱

施
設

は
存

在
し

、
そ

こ
の

常
勤

換
算

医
師

数
は

ゼ
ロ

で
は

な
い

（
日

替
わ

り
で

出
張

医
師

が
来

る
な

ど
）

。
た

だ
し

、
そ

の
施

設
に

登
録

し
て

い
る

医
師

で
は

な
い

た
め

、
三

師
調

査
で

は
ゼ

ロ
と

な
る

。
（

出
典

：
平

成
2
6

医
師

・
科

医
師

・
薬

剤
師

調
査

）
※

２
産

婦
人

科
医

師
は

い
る

が
、

分
娩

取
扱

施
設

が
な

い
。

婦
人

科
や

婦
な

ど
に

事
。

（
出

典
：

平
成
2
6

医
施

設
調

査
）

（
考

）
産

科
二

次
医

圏
に

つ
い

て
（

平
成
2
6

の
調

査
に

）

に
け
る
「

」
の

し
の
ポ
イ
ン
ト
①

・
ま

ず
は

、
第

７
期

介
護

保
険

事
業

計
画

（
平

成
30
3
2

）
と

整
合

す
る

よ
、

平
成
3
2

時
点

の
目

標
を

設
定

。
・

そ
の

、
医

計
画

の
間

し
に

い
て

、
第

期
介

護
保

険
事

業
計

画
（

平
成
3
2
3
5

）
と

整
合

す
る

よ
、

平
成
3
5

時
点

の
目

標
を

設
定

。

し
の

①
・

介
護

保
険

事
業

（
支

援
）

計
画

と
の

整
合

性
の

確
保

。

6

目
標

設
定

の
時

点

目
標

設
定

の
対

象
と

な
る

需
要

以
下

の
需

要
を

算
出

。

・
介

護
施

設
・

在
医

等
の

追
加

的
需

要
の

、
「

の
」

の
に

よ
り

、
在

医
で

け
め

る
こ

と
と

し
た

部
分

＋
・

足
下

の
訪

問
の

を
来

人
に

す
る

こ
と

で
計

し
た

需
要



2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

第
７

次
医

療
計
画

（
中

間
見
直

し
）

第
７

期
介
護
保

険
事
業
(
支
援
)
計

画
第

８
期

介
護
保

険
事
業

(
支
援

)
計

画

第
８

次
医
療

計
画

第
９

期
介
護
保

険
事
業

(
支
援

)
計

画
地
域
医

療
構
想

の
需
要

7

追
加

的
需

要
（

通
知

よ
り

）
平

成
3
0

ら
じ

、
平

成
3
7

ま
で

の
8

間
に

わ
た

っ
て

、
同

じ
ず

つ
加

す
る

も
の

と
定

し
て

、
的

に
算

し
て

計
す

る
。

足
下

の
訪

問
の

を
し

た
需

要
（

計
の

）
足

下
（

平
成
2
5

）
ら

、
平

成
3
7

ま
で

の
1
2

間
に

わ
た

っ
て

、
同

じ
ず

つ
加

す
る

も
の

と
定

し
、

的
に

算
し

て
計

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。 目
標
設
定
の
対
象
と
な
る
需
要
の
イ
メ
ー
ジ

に
け
る
「

」
の

し
の
ポ
イ
ン
ト
②

①
域

医
に

い
て

計
し

た
来

要
と

な
る

訪
問

の
需

要
に

対
応

す
る

た
め

の
、

を
実
施

し
て
い
る

、
院
数
に

る
な
数
値
目
標

と
、

そ
の
達
成
に
向
け
た
施
策

し
の

②
在

医
の

体
制

を
実

に
整

備
す

る
た

め
の

、
実

効
的

な
数

値
目

標
と

施
策

の
設

定
。

8

②
在

医
の

体
制

に
め

ら
れ

る
医

機
能

を
確

保
す

る
た

め
の

、
「
退
院
支
援
」
、
「
急
変
時
の
対
応
」
、

「
看
取
り
」

と
い

っ
た

機
能

ご
と
の
数
値
目
標
と
、
達
成
に
向
け
た
施
策

③
多

職
種

に
よ

る
取

組
を

確
保

す
る

た
め

の
、
「

看
」
、
「

」
、
「

」
と

い
っ

た
主

要
な

職
種

に
つ

い
て
の
数
値
目
標
と
、
達
成
に
向
け
た
施
策

（
目

標
設

定
す

る
べ

き
項

目
・

指
標

の
イ

メ
ー

ジ
）

○
「

退
院

支
援

」
・

退
院

支
援

ル
ー

ル
を

設
定

し
て

い
る

二
次

医
圏

数
○

「
急

変
時

の
対

応
」

・
在

支
援

院
数

、
在

支
援

院
数

○
「

看
取

り
」

・
在

看
取

り
を

実
施

し
て

い
る

所
、

院
数

○
「

訪
問

看
護

」
・
2
4時

間
体

制
を

取
っ

て
い

る
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
数

・
機

能
強

化
型

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

数
○

「
訪

問
科

」
・

訪
問

科
を

実
施

し
て

い
る

科
所

数
・

在
支

援
科

所
数

○
「

訪
問

薬
剤

指
導

」
・

訪
問

薬
剤

指
導

を
実

施
し

て
い

る
事

業
所

数

数
値

目
標

と
施

策

必
ず
記
載
い
た
だ
く
こ
と
（
原
則
）

可
能
な
限
り
記
載
い
た
だ
く
こ
と



在
医

等
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要

の
考
え
方
に
つ
い
て

⑤
現
時
点

の
健
施

設
の
入
所

者
数

【現状】

①
障
害

者
・
難
病

患
者
数

③
一
般
病
床

で
C
3基
準
未

満
の
患
者
数

④
現
時
点
で
訪
問
診

を
受
け
て
い
る
患
者
数

【将来】

慢
性
期
機
能

及
び

在
医

等
期

機
能

②
病
床
の

入
院
患
者
数

地
域
差

の
解
消

医
区

分
１
の

7
0％

期
リ
ハ
病

棟
の
患

者
数

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
在

医
等
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要

に
つ
い
て
、
協
議
の
場
を
活
用
し
医

、
介
護

の
主
体

な
に
よ
り
受
け
皿
整
備
の

を
に
し
た

で
、
次
期
医

計
画
及
び
介
護
保
険
事

業
計
画
に
お
け
る
整
合

な
整
備
目
標
・

を
設
定
す
る
。

外
来

受
診

在
医

（
訪
問
診

）
（
医

の
対
応
）

（
介
護
の
対
応
）

介
護

か
ら
の
転
換

医から
の
転
換

施
設
サ
ー
ビ
ス

（
、

健
）

居
サ
ー
ビ
ス

4
0歳
未
満

そ
の
他
（
※
１
）

（
※
１
）
そ
の
他
：
介
護
保
険
の
要
介
護
被
保
険
者
等
が
訪
問
看
護
等
の
提
供
を
受
け
る
場
合
、
末
期
の
悪
性
腫
瘍
、
難
病
患
者
、
急

性
増
悪
等
に
よ
る
主
治
医
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
に
、
医

保
険
の

が
れ
る
。

（
※
２
）
外
来
サ
ー
ビ
ス
を

用
す
る
者
の
一
部
に
は
、
居

サ
ー
ビ
ス
を

用
す
る
者
も
あ
り

27

※
２

、
の

の
の

す
る
べ
き
か
検
討
し
、
整
合
的
な
整
備
目

標

第
10

医
計
画
の

し
等
に
関
す
る
検
討
会

資
１

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

第
７
次

医
療
計
画

（
中
間
見
直
し
）

第
７
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
８
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
９
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

第
８
次

医
療
計
画地

域
医

療
構
想

追加的な介護施設や在宅医療等

2
9.7

～3
3.7

万人

Ｃ
３

未
満

医
区

分
１

7
0％+

地
域
差

解
消
分

新
類
型
等
転
換
分

計
画
の

時
点
に
お
け
る
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要

の
推
計
方
法

○
に
推
計
す
る
方
法
に
つ
い
て
、

体
に
は
、

点
を
平
成
3
0
、

点
を
平
成
3
7（

2
0
2
5）

末
と
設
定
し
て

こ
と
を
基

と
す
る
。整
備
目
標

②
市
町
村
別
に
按
分
し
た
2
0
2
5
（
平
成
3
7
）
の
必
要

か
ら
、
第

期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の

時
点
（
平
成
3
2

末
）
、
第

次
医

計
画
の

時
点
（
平
成
3
5

末
）
の
数

を
、

に
推
計
す
る
。

2025
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要

の
推
計

を
、
８

で
等

按
分

※
こ
の
中
に
、
介
護

の
居

サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
者
が
存
在

介
護
施
設

在
医 外
来

（
）
3
2

末
時
点
の
サ
ー
ビ
ス
必
要

＝
3
7
の
サ
ー
ビ
ス
必
要

×
３
／
８

第
11

医
計
画
の

し
等
に
関
す
る
検
討
会

資
１

（
一
部
改
変
）37



病
床
か
ら
介
護
医

院
等

転
換
す
る

の
把
握
（
イ
メ
ー
ジ
）

平
成
3
2

平
成
3
5

医
病
床
か
ら
転
換
す
る

調
査
に
よ
り
把
握
し
た
数
を
下
限

調
査
に
よ
り
把
握
し
た
数
を
下
限

介
護

病
床
か
ら
転
換
す
る

調
査
に
よ
り
把
握
し
た
数
を
下
限

介
護

病
床
の

数

3
2

3
5

基
準
病
床
算
定
式
に
お
け
る

「
在

医
等
対
応
可
能
数
」

「
介
護
施
設
（
転
換
分
を
除
く
）
」
、
「
在

医
」

の
整
備
目
標

Ｃ
３
未
満

医
区
分
１

7
0％＋

地
域
差
解
消
分

転
換
す
る

の
把
握

○
医

病
床
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
の
下
、
平
成
3
2

末
、
3
5

末
時
点

に
お
い
て
転
換
す
る

に
つ
い
て
調
査
を

施
し
、
把
握
し
た
数
を
下
限
と
し
て
設
定
す
る
。

※
国
は
、
調
査
す
べ
き
事
項
等
を
示
す
。

○
介
護

病
床
に
つ
い
て
は
、

置
期

が
平
成
3
5

末
と

れ
て
い
る
こ
と
を

ま
え
、
平
成
3
2

末
時

点
に
つ
い
て
は
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
数
を
下
限
と
し
、
平
成
3
5

末
時
点
に
つ
い
て
は

数
に

当
す
る
数
を
、
転
換

す
る

と
し
て
設
定
す
る
。

介
護
施
設

在
医

第
11

医
計
画
の

し
等
に
関
す
る
検
討
会

資
１

（
一
部
改
変
）
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病
床
か
ら
生
じ
る
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要

の
受
け
皿
の
考
え
方

○
受
け
皿
の
整
備
目
標
の
検
討
に
資
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
既
存
の
調
査
や
報
告

の
結
果
は
一

一
。

○
ど
の
よ

な
デ
ー
タ
を
用
い
る
か
は
、

調
査
・
報
告
の
性
拾
を

解
し
た

で
、
地
域
で
協
議
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
患
者
調
査
を
活
用
す
る
場
合
）

○
患
者
調
査
の
結
果
を
活
用
す
る
場
合
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
新
た
な
調
査
等
の
負
担
が
生
じ
る
こ

と
な
く

用
で
き
る
が
、
結
果
の

に
つ
い
て
、

え
医

区
分
と
い
っ
た
患
者
の
状
拟
等
に
つ

い
て
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
訪
問
診

を
用
す
る
患
者
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

で
用
す
る
場
合
に
限
定

れ
、
有

人
ー
ム
で
の
訪
問
診

の
状
況
を
把
握
で
き
な
い
。

（
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
を
活
用
す
る
場
合
）

○
Ｋ
Ｄ
Ｂ
を
活
用
す
る
場
合
、
医

区
分
別
に
患
者
の
退
院

を
把
握
す
る
こ
と
や
、
当

患
者
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
の

用
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
市
町
村
等
に
よ
る

応
の
作
業
負
担
が

生
じ
る
。

（
病
床
機
能
報
告
を
活
用
す
る
場
合
）

○
病
床
機
能
報
告
を
活
用
す
る
場
合
、
そ
の
退
院
患
者
数
の
報
告
は
６
月
の
１
か
月
分
の
状
況
に
限
ら

れ
る
た

、
平

在
院

数
が

く
、
退
院
患
者
数
の

な
い

病
床
に
つ
い
て
は
、
そ
の
検
討
に

当
た
っ
て
必

し
も

分
な

の
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
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H
2
0

H
2
3

H
2
6

総
数

3
7
.7

3
8
.5

4
4
.1

家
庭

1
9
.1

1
8
.3

2
1
.2

当
院
に
通
院

1
0
.1

9
.1

9
.6

他
の
病
院
・
診

所
に
通
院

6
.2

6
.7

8
.8

在
医

（
訪
問
診

・
訪
問
看
護
等
）

1
.3

1
.2

1
.5

そ
の
他

1
.5

1
.3

1
.4

他
の
病
院
・
診

所
に
入
院

5
.3

4
.7

5
.0

地
域
医

支
援
病
院
・

定
機
能
病
院

0
.8

1
.1

1
.2

そ
の
他
の
病
院

4
.3

3
.5

3
.7

診
所

0
.1

0
.1

0
.1

介
護

人
保
健
施
設
に
入
所

2
.9

3
.0

3
.1

介
護

人
福
祉
施
設
に
入
所

1
.6

1
.4

1
.7

社
会
福
祉
施
設
に
入
所

0
.8

1
.3

1
.4

そ
の
他
（
拎

・
等
）

8
.1

9
.9

1
1
.7

患
者
調
査
の
活
用

平
成
2
6
患
者
調
査
（

生
）

（
千
人
）

在
医

：
介
護
施
設＝

１
：
３

○
医

病
床
か
ら
退
院
す
る
患
者
の
退
院

の
状
況
に
つ
い
て
、
患
者
調
査
の
結
果
を

る
と
、

下
の
と
お
り
。

○
で
在

医
を
受
け
る
患
者
と
、
介
護
施
設
を

用
す
る
患
者
と
の

は
、

１
：
３
と
な
る
。
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国
保
デ
ー
タベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム
の
活
用

○
「
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
国
保
連
合
会
が

業
を
通
じ
て
拻

す
る

情
報
（
健
診
・
医

・
介
護
）
等
か
ら
、
保
健
事

業
等
の

施
に
資
す
る
資

と
し
て
①
「
統
計
情
報
」
・
②
「
個
人
の
健
康
に
関
す
る
デ
ー
タ
」
を
作
成
す
る
シ
ス
テ
ム
。
（
平
成
25
年
1
0月
稼
働
開
始
）

Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
が
保
有
す
る
情
報

○
健
診
・
保
健
指
導
情
報

・
健
診
結
果
情
報
、
保
健
指
導
結
果
情
報

等
○
医

情
報
（
国
保
・

期
高
齢
者
医

）
・
傷
病
名
、
診

、
診

数
等

○
介
護
情
報

・
要
介
護
（
要
支
援
）
状
拟
区
分
、

用
サ
ー
ビ
ス

等

※
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
運
用
状
況
（
平
成
29年

5月
末
現
在
）
「
市
町
村
数

1,74
1中

1,7
36市

町
村
（
99％

）
」

分
析

病
床
か
ら
退
院
し
た
高
齢
者
（
65歳

）
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

用
状
況
（

一
県

の
３
市
町
村
の
分
析

）
・

病
床
か
ら
退
院
し
た
高
齢
者
（
65歳

。
医

区
分
１
）
の

、
退
院

介
護
サ
ー
ビ
ス
を

用
し
た
者
の

合
27

４
月

８
月
ま
で
の
退
院
患
者
：
251人

退
院

６
月

に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

用
し
た
者
：
207人

の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
入
院
、
退
院
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

用
を
、
入
院

の
有

、
介
護

の
有

等
で
定
拣
判
定

・
病
床
か
ら
退
院
し
た
高
齢
者
（
65歳

。
医

区
分
１
）
の

、
退
院

介
護
サ
ー
ビ
ス
を

用
し
た
者
の

用

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

住
系

居
住
系

施
設
系

0
%

5
%

1
0
%

1
5
%

2
0
%

2
5
%

3
0
%

要
支
援

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

○
KDBシ

ス
テ
ム
を
活
用
し
て
医

保
険
と
介
護
保
険
の
審
査
・
支
払
情
報
を
加
工
し
た
デ
ー
タ
を
抽
出
し
、
分
析
す
る
こ
と
で
、
医

機
関
を
退
院
し
た
者
の

、
退
院

に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

用
す
る
者
の

等
を
統
計
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
。

健
・

等

有
・
Ｇ
Ｈ
等

訪
問
・
通
所
等
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病
床
機
能
報
告
の
活
用

○
病
床
機
能
報
告
に
お
い
て
は
、
「
入
院

の
場
所
、
退
院

の
場
所
別
の
患
者
の
状
況
」
、
「
退
院

に
在

医
を
必
要
と
す
る
患
者
の
状
況
」
に
つ
い
て
、
病
棟
ご
と
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

①
 新

規
入

棟
患

者
数

【
平

成
2
8
年

６
月

の
１

か
月

間
】

《
自

動
計

算
に

よ
り

算
出

》
人

上
記

①
の

う
ち

、
院

内
の

他
病

棟
か

ら
の

転
棟

人

上
記

①
の

う
ち

、
家

庭
か

ら
の

入
院

人

上
記

①
の

う
ち

、
他

の
病

院
、

診
療

所
か

ら
の

転
院

人

上
記

①
の

う
ち

、
介

護
施

設
・

福
祉

施
設

か
ら

の
入

院
人

上
記

①
の

う
ち

、
院

内
の

出
生

人

上
記

①
の

う
ち

、
そ

の
他

人

②
 退

棟
患

者
数

【
平

成
2
8
年

６
月

の
１

か
月

間
】

《
自

動
計

算
に

よ
り

算
出

》
人

上
記

②
の

う
ち

、
院

内
の

他
病

棟
へ

転
棟

人

上
記

②
の

う
ち

、
家

庭
へ

退
院

人

上
記

②
の

う
ち

、
他

の
病

院
、

診
療

所
へ

転
院

人

上
記

②
の

う
ち

、
介

護
老

人
保

健
施

設
に

入
所

人

上
記

②
の

う
ち

、
介

護
老

人
福

祉
施

設
に

入
所

人

上
記

②
の

う
ち

、
社

会
福

祉
施

設
・

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

に
入

所
人

上
記

②
の

う
ち

、
終

了
（

死
亡

退
院

等
）

人

上
記

②
の

う
ち

、
そ

の
他

人

７
．

入
棟

前
の

場
所

・
退

棟
先

の
場

所
別

の
入

院
患

者
の

状
況

【
平

成
2
8
年

６
月

の
１

か
月

間
】

※
「

新
規

入
棟

患
者

数
」

及
び

「
退

棟
患

者
数

」
の

考
え

方
は

、
上

記
の

「
６

．
入

院
患

者
数

の
状

況
」

と
同

様
に

な
り

ま
す

。

(4
9
)

入棟前の場所

(5
0
)

(5
1
)

(5
2
)

(5
3
)

(5
4
)

(5
5
)

(5
6
)

退棟先の場所

(5
7
)

(5
8
)

(5
9
)

(6
0
)

(6
4
)

(6
1
)

(6
2
)

(6
3
)

人

上
記

①
の

う
ち

、
退

院
後

１
か

月
以

内
に

在
宅

医
療

を
必

要
と

し
な

い
患

者
（

死
亡

退
院

を
含

む
）

人

上
記

①
の

う
ち

、
退

院
後

１
か

月
以

内
に

自
院

が
在

宅
医

療
を

提
供

す
る

予
定

の
患

者
人

上
記

①
の

う
ち

、
退

院
後

１
か

月
以

内
に

他
施

設
が

在
宅

医
療

を
提

供
す

る
予

定
の

患
者

人

上
記

①
の

う
ち

、
退

院
後

１
か

月
以

内
の

在
宅

医
療

の
実

施
予

定
が

不
明

の
患

者
人

(6
9
)

(6
6
)

(6
7
)

(6
8
)

８
．

退
院

後
に

在
宅

医
療

を
必

要
と

す
る

患
者

の
状

況
【

平
成

2
8
年

６
月

の
１

か
月

間
】

①
 当

該
病

棟
か

ら
退

院
し

た
患

者
数

【
平

成
2
8
年

６
月

の
１

か
月

間
】

《
自

動
計

算
に

よ
り

算
出

》
　

※
上

記
の

７
.－

②
「

退
棟

患
者

数
」

の
う

ち
、

(5
8
)「

家
庭

へ
退

院
」

～
(6

4
)「

そ
の

他
」

の
患

者
数

の
合

計
と

一
致

す
る

こ
と

(6
5
)

報
告
様
式
の
イ
メ
ー
ジ
（
平
成
2
8

病
床
機
能
報
告
）
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な
お
、
協
議
が

に
す
る
よ

、
治
体
関
係
者

に
お
い
て
事

に
整

・
調
整
す
べ
き
事
項

を
別
途
設
定
し
、
提
示
す
る
。

医
・
介
護
の
体
制
整
備
に
係
る
協
議
の
場
に
つ
い
て

（
医

計
画
の
作
成
に
つ
い
て
）

○
医

計
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
医

審
議
会
、
市
町
村
、
保
険
者
協
議
会
の

を
く
こ
と
と

れ
て
い
る
。

ま
た
、
医

審
議
会
の
下
に
、
５

病
・
５
事
業
及
び
在

医
の
そ
れ

れ
に
つ
い
て
、
地
域
医

会
等
の
有

者
、
都
道
府
県
、
市
町
村
等
で
拧
成
す
る
作
業
部
会
を
設
け
、
目
標
等
に
つ
い
て
の
協
議
を

こ
と
と
し
て
い
る
。

（
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
）

○
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の

定
に
あ
た
っ
て
は
、
保
健
医

関
係
者
、
福
祉
関
係
者
等
か
ら
な
る
介
護
保
険

事
業
（
支
援
）
計
画
作
成

会
等
を
設
け
、

事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を

こ
と
と
し
て
い
る
。

【
医

・
介
護
の
体
制
整
備
に
係
る
協
議
の
場
に
つ
い
て
】

○
協
議
の
場
に
つ
い
て
は
、

の
審
議
会
等
で
議

す
る

と
し
て
、

治
体
が
地
域
医

会
等
の
有

者
を

え
て
、
計
画
を

定
す
る

で
必
要
な
整
合
性
に
関
す
る
協
議
を

場
と
す
る
。

※
そ
れ

れ
の
計
画
の

な
議

は
、
医

審
議
会
や
作
業
部
会
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
作
成

会
等
に
お
い
て
、
そ
れ

れ
。

○
協
議
の
場
は
、
二
次
医

で
設
置
す
る
こ
と
を

と
す
る
。
た
だ
し
、
二
次
医

と
人
福
祉

域
が

一
致
し
て
い
な
い
場
合
等
、
二
次
医

で
の

が
当
で
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が

当
と

る
区

域
も
可
能
と
す
る
。

ま
た
、
地
域
医

拧
調
整
会
議
の

を
活
用
し
、

会
議
の
下
に
関
係
者
に
よ
る

ー
ー

式
で
設
置
す
る
等
、
柔
軟
な
運
用
を
可
能
と
す
る
。
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第
７
次

医
療
計
画

（
中
間
見
直
し
）

第
７
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
８
期

介
護
保
険
事
業

(支
援
)計

画
第
９
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

第
８
次

医
療
計
画
地
域
医
療

構
想

病
床
の
機
能
分
化
・連
携
に
伴
い
生
じ
る

病
床
の
機
能
分
化
・連
携
に
伴
い
生
じ
る

病
床
の
機
能
分
化
・連
携
に
伴
い
生
じ
る

病
床
の
機
能
分
化
・連
携
に
伴
い
生
じ
る

介
護
施
設
や
在
宅
医
療
等
の

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要
量

訪
問
診
療
を
利
用
す
る
患
者
の

高
齢
化
の
影
響
に
よ
る
増
加

高
齢
化
の
影
響
に
よ
る
増
加

高
齢
化
の
影
響
に
よ
る
増
加

高
齢
化
の
影
響
に
よ
る
増
加
見
込
み

追加的な介護施設や在宅医療等

2
9.7

～3
3.7

万人

Ａ

の

在
医

の
要
の

体
イ
メ
ー
ジ

2025
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
必
要

の
推
計

を
、
８

で
等

按
分

第
７
次

医
療
計
画

（
中
間
見
直
し
）

第
７
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
８
期

介
護
保
険
事
業

(支
援
)計

画
第
９
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

第
８
次

医
療
計
画
地
域
医

療
構
想

追加的な介護施設や在宅医療等

2
9.7

～3
3.7

万人

Ｃ
３

未
満

医
区

分
１

7
0％+

地
域
差

解
消
分

新
類
型
等
転
換
分

介
護
施
設

在
医 外
来

ａ

ｂ
ｃ ｄ

ｅｆ

Ａ

ｇ
ｈｉ

在
医

と
介
護
施
設
で
受
け

つ
合



第
７
次

医
療
計
画

（
中
間
見
直
し
）

第
７
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画
第
８
期

介
護
保
険
事
業

(支
援
)計

画
第
９
期

介
護
保
険
事
業
(支

援
)計

画

第
８
次

医
療
計
画地

域
医

療
構
想

ｅ

Ｈ
2
5

時
点

の
訪
問
診

訪
問
診

を
用
す
る
患
者
の

高
齢

の
に
よ
る
増
加

ｊ
ｌ

第
７
次
医
療
計
画
で
対
応
す
る

第
７
次
医
療
計
画
で
対
応
す
る

第
７
次
医
療
計
画
で
対
応
す
る

第
７
次
医
療
計
画
で
対
応
す
る

在
宅
医
療
の
需
要

在
宅
医
療
の
需
要

在
宅
医
療
の
需
要

在
宅
医
療
の
需
要

ｍ
ｋ

第
次
医

計
画
で
対
応
す
る
在

医
の

要



基
準

病
床

数
の

算
定

式
に

つ
い

て

(
2
)
 
療
養
病
床

(
1
)
 
一
般
病
床

(
3
)
 
都
道
府
県
間
の
患
者
流
出
入
を
見
込
む
場
合

流
出
先
又
は
流
入
元
の
都
道
府
県
と
協
議
を
行
い
定
め
た
数

平
均
在
院

日
数

×
性
別
･年

齢
階
級
別

一
般
病
床
退
院
率

＋
流
入
入
院

患
者
数

流
出
入
院

患
者
数

－
×

病
床
利
用
率介
護
施
設
、

在
宅
医
療
等

対
応
可
能
数

×
＋

流
入
入
院

患
者
数

流
出
入
院

患
者
数

－

病
床
利
用
率

性
別
･年

齢
階
級
別

療
養
病
床
入
院
受

療
率

－

１
一
般
病
床
及
び
療
養
病
床

直
近
の
性
別
･年

齢
階
級
別
人
口

直
近
の
性
別
･年

齢
階
級
別
人
口

【
根
拠
】

医
療
法
施
行
規
則
第
30
条
の
3
0
第
１
項

ＡＡ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ

Ｈ
Ｉ

Ｉ
Ｈ

（
愛
媛
県
医
療
対
策
課
作
成
資
料
）

【
根
拠
】
医
療
法
施
行

規
則
別
表
第
７
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法

第
30
条
の
４
第
２
項
第

11
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床

に
係
る

基
準
病
床
数
の
算
定
に
使
用
す
る
数
値
等
（
昭
和

6
1年

厚
生
省
告
示
第
1
65
号
、
平
成

2
9年

３
月
改
正
）

【
根
拠
】
医
療
計
画
作
成
指
針
（
平
成
2
9年

３
月

31
日
付
け
厚
生
労
働
省
医

政
局
通
知
、
同
年
７
月
改
正
）

平
成

平
成

平
成

平
成

2
7

2
727

2
7
年
国
勢

年
国
勢

年
国
勢

年
国
勢

調
査
人
口

調
査
人
口

調
査
人
口

調
査
人
口

Ａ
．
直
近
の
性
別
･
年
齢
階
級
別
人
口

Ｂ
．
性
別

･
年
齢
階
級
別
一
般
病
床
退
院
率

年
齢

0
～
4
歳

5
～

9
歳

1
0
～
1
4
歳

1
5
～
1
9
歳

2
0
～

2
4
歳

2
5
～
2
9
歳

3
0
～
3
4
歳

3
5
～
3
9
歳

4
0
～
4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～
5
4
歳

5
5
～
5
9
歳

6
0
～
6
4
歳

6
5
～
6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
～
7
9
歳

8
0
歳

以
上

男
5
1
.
3

1
2
.
7

7
.
5

1
0
.
9

8
.
1

7
.
9

1
0
.
0

1
1
.
1

1
2
.
5

1
7
.
9

2
4
.
0

3
2
.
8

4
3
.
1

5
9
.
2

7
8
.
3

9
6
.
3

1
2
0
.
3

女
3
6
.
0

8
.
8

4
.
0

7
.
6

1
7
.
3

2
8
.
1

3
0
.
0

1
9
.
3

1
4
.
8

1
4
.
0

1
7
.
1

1
8
.
2

2
6
.
0

3
2
.
9

4
8
.
7

6
2
.
8

8
5
.
2

Ｃ
．
平
均
在
院
日
数

〔〔〔 〔
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

四
国
ブ
ロ
ッ
ク

四
国
ブ
ロ
ッ
ク

四
国
ブ
ロ
ッ
ク

〕〕〕 〕

圏
域

性
別

総
数

0
～
4
歳

5
～

9
歳

1
0
～

1
4
歳

1
5
～

1
9
歳

2
0
～

2
4
歳

2
5
～

2
9
歳

3
0
～

3
4
歳

3
5
～

3
9
歳

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
～

7
9
歳

8
0
～

8
4
歳

8
5
～

8
9
歳

9
0
～

9
4
歳

9
5
～

9
9
歳

1
0
0
歳

以
上

宇
摩

男
4
2
,
5
9
6

1
,
6
8
0

1
,
8
8
6

1
,
9
5
1

1
,
9
5
8

1
,
5
7
7

2
,
1
6
4

2
,
4
2
7

2
,
7
0
7

3
,
1
5
0

2
,
6
9
2

2
,
6
1
1

2
,
8
1
1

3
,
3
1
8

3
,
6
3
7

2
,
4
5
4

2
,
0
9
9

1
,
6
1
8

9
1
5

3
3
6

6
8

7

女
4
4
,
8
1
7

1
,
5
9
5

1
,
8
1
8

1
,
8
1
1

1
,
7
5
3

1
,
4
6
6

2
,
0
0
1

2
,
1
5
3

2
,
5
3
6

2
,
9
4
7

2
,
5
6
6

2
,
6
8
1

2
,
8
1
5

3
,
3
8
6

3
,
7
1
2

2
,
8
9
4

2
,
6
8
7

2
,
4
4
1

1
,
9
1
7

9
9
5

2
8
9

5
4

新
居

浜
・

西
条

男
1
0
9
,
3
5
8

4
,
7
2
9

5
,
1
1
7

5
,
3
8
0

5
,
1
5
5

3
,
9
5
9

5
,
3
6
6

6
,
0
6
5

7
,
1
2
0

8
,
1
8
9

6
,
7
9
4

6
,
8
7
0

6
,
6
9
4

7
,
8
5
3

9
,
2
6
0

6
,
7
3
3

5
,
2
8
7

4
,
2
0
4

2
,
5
2
5

8
0
8

1
8
9

2
1

女
1
1
8
,
7
1
9

4
,
4
8
3

4
,
8
8
1

5
,
0
7
9

4
,
7
3
9

3
,
5
5
3

4
,
8
0
3

5
,
9
1
1

6
,
7
7
9

8
,
0
4
7

6
,
6
8
9

6
,
9
0
7

7
,
1
5
0

8
,
5
0
9
1
0
,
1
0
2

7
,
9
0
8

7
,
2
0
4

6
,
8
1
0

5
,
0
3
4

2
,
5
2
9

7
6
9

1
2
5

今
治

男
7
8
,
0
1
3

3
,
0
2
5

3
,
3
2
6

3
,
5
6
9

3
,
7
4
0

2
,
6
7
0

3
,
6
1
9

4
,
0
9
9

4
,
7
0
9

5
,
6
5
3

4
,
6
6
3

4
,
5
6
2

4
,
7
7
3

5
,
9
1
0

7
,
5
2
0

5
,
6
0
9

4
,
3
5
2

3
,
2
5
2

1
,
8
3
5

6
5
0

1
3
5

2
1

女
8
7
,
2
3
6

2
,
7
9
2

3
,
1
6
9

3
,
4
8
3

3
,
3
1
3

2
,
4
5
2

3
,
2
2
4

3
,
9
6
9

4
,
6
5
1

5
,
8
2
4

5
,
0
7
1

4
,
9
3
2

5
,
2
0
9

6
,
5
6
8

8
,
1
9
4

6
,
8
5
3

5
,
6
1
2

5
,
1
0
4

3
,
8
3
7

1
,
9
5
8

5
9
5

1
3
5

松
山

男
3
0
3
,
4
5
2
1
3
,
0
3
4
1
3
,
6
5
9
1
4
,
9
6
6
1
6
,
2
5
9
1
4
,
9
8
6
1
4
,
1
6
7
1
6
,
7
9
4
1
9
,
5
5
2
2
2
,
6
2
3
1
8
,
9
0
5
1
8
,
1
4
4
1
8
,
7
4
4
2
1
,
0
6
7
2
3
,
0
8
6
1
6
,
6
9
3
1
2
,
8
3
4

9
,
5
6
6

5
,
7
4
8

1
,
9
1
1

3
7
8

3
6

女
3
4
2
,
6
0
3
1
2
,
2
7
7
1
3
,
4
2
9
1
3
,
9
6
8
1
5
,
5
3
2
1
5
,
3
3
7
1
5
,
7
8
9
1
7
,
9
7
3
2
0
,
8
7
9
2
4
,
0
1
7
2
1
,
1
5
1
2
0
,
8
5
6
2
1
,
1
8
4
2
3
,
2
8
7
2
6
,
0
3
1
2
0
,
2
5
2
1
7
,
3
2
7
1
5
,
7
4
7
1
1
,
6
3
5

5
,
5
3
0

1
,
6
5
6

3
2
0

八
幡

浜
・

大
洲

男
6
7
,
9
7
2

2
,
3
7
5

2
,
7
0
8

3
,
1
8
5

2
,
9
2
9

1
,
6
8
5

2
,
3
7
3

2
,
9
4
2

3
,
6
5
6

4
,
0
5
3

3
,
8
0
8

4
,
3
6
1

5
,
1
6
6

5
,
9
4
5

6
,
6
2
4

4
,
5
6
2

4
,
2
5
2

3
,
7
3
8

2
,
3
0
2

7
7
9

1
5
4

2
4

女
7
6
,
3
5
2

2
,
1
9
5

2
,
5
0
8

2
,
8
9
9

2
,
7
2
2

1
,
6
3
8

2
,
4
0
1

2
,
9
9
0

3
,
4
5
1

4
,
0
8
8

4
,
0
3
7

4
,
3
4
4

4
,
9
8
3

6
,
1
1
2

6
,
6
9
1

5
,
5
9
0

5
,
9
2
8

5
,
8
3
9

4
,
6
8
8

2
,
2
2
3

6
3
9

1
0
9

宇
和

島
男

5
2
,
9
8
9

1
,
8
1
5

2
,
0
5
3

2
,
3
9
1

2
,
2
5
6

1
,
2
7
6

1
,
7
0
8

2
,
2
3
1

2
,
8
9
1

3
,
4
1
8

2
,
9
9
4

3
,
3
7
9

3
,
8
8
3

4
,
8
7
6

5
,
6
4
7

3
,
6
6
9

3
,
1
8
5

2
,
8
0
8

1
,
6
7
3

5
4
1

8
4

1
2

女
6
1
,
1
5
5

1
,
6
3
2

1
,
8
8
7

2
,
3
5
5

2
,
2
4
7

1
,
2
4
7

1
,
6
5
9

2
,
1
6
3

2
,
8
1
8

3
,
3
8
3

3
,
2
7
6

3
,
5
4
1

4
,
2
8
2

5
,
1
7
1

5
,
9
8
6

4
,
5
8
0

4
,
5
4
9

4
,
5
6
7

3
,
4
2
8

1
,
7
2
9

4
6
4

7
9

【
根
拠
】

医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
７
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法

第
30
条
の
４
第
２
項
第

11
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床

に
係
る

基
準
病
床
数
の
算
定
に
使
用
す
る
数
値
等
（
昭
和

6
1年

厚
生
省
告
示
第
1
65
号
、
平
成
2
9年

３
月
改
正
）

1
5
.
9

1
5
.
9

1
5
.
9

1
5
.
9
日日日 日
（
全
国
）

（
全
国
）

（
全
国
）

（
全
国
）

Ｄ
．
病
床
利
用
率
（
一
般
病
床
）

【
根
拠
】
医
療
法
施
行

規
則
別
表
第
７
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法

第
30
条
の
４
第
２
項
第

11
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床

に
係
る

基
準
病
床
数
の
算
定
に
使
用
す
る
数
値
等
（
昭
和

6
1年

厚
生
省
告
示
第
1
65
号
、
平
成

2
9年

３
月
改
正
）

7
6

7
676

7
6
％
（
全
国
・
下
限
）

％
（
全
国
・
下
限
）

％
（
全
国
・
下
限
）

％
（
全
国
・
下
限
）

（
人
口
10万

対
）



Ｅ
．
性
別
･
年
齢
階
級
別
療
養
病
床
入
院
受
療
率

【
根
拠
】
医

療
法
施
行
規
則
別
表
第
７
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法

第
30
条
の
４
第
２
項
第

11
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床

に
係
る

基
準
病
床
数
の
算
定
に
使
用
す
る
数
値
等
（
昭
和

6
1年

厚
生
省
告
示
第
1
65
号
、
平
成

2
9年

３
月
改
正
）

年
齢

0
～
4
歳

5
～
9
歳

1
0
～
1
4
歳

1
5
～

1
9
歳

2
0
～
2
4
歳

2
5
～
2
9
歳

3
0
～
3
4
歳

3
5
～
3
9
歳

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～
5
4
歳

5
5
～
5
9
歳

6
0
～
6
4
歳

6
5
～
6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
～

7
9
歳

8
0
歳

以
上

男
0
.
0

0
.
0

0
.
0

3
.
3

3
.
1

5
.
9

7
.
9

9
.
1

1
8
.
2

2
7
.
7

5
1
.
2

8
6
.
8

1
3
8
.
4

2
1
5
.
2

3
3
3
.
4

6
1
7
.
8

1
,
5
1
9
.
7

女
0
.
0

0
.
0

0
.
0

3
.
4

3
.
3

3
.
1

5
.
4

9
.
4

1
0
.
3

1
6
.
4

3
0
.
9

4
9
.
3

8
0
.
9

1
3
7
.
1

2
6
1
.
9

5
9
1
.
3

2
,
2
3
9
.
4

（
人
口
10万

対
）

〔〔〔 〔
全
国
値

全
国
値

全
国
値

全
国
値

〕〕〕 〕

Ｆ
．
介
護
施
設
、
在
宅
医
療
等
対
応
可
能
数

【
根
拠
】

・
医
療
計
画
作
成
指
針
（
平
成
2
9
年
３
月
3
1
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
通
知

、
同
年
７
月
改
正
）

・
「
第
７
次
医
療
計
画
及
び
第
７
期
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
に
お
け
る
整
備
目
標
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
量
の
見
込
み
に
係
る
整
合

性
の
確
保
に

つ
い
て
」
（
平
成
2
9
年
８
月

1
0日

付
け
厚
生
労
働
省

医
政
局

地
域
医
療
計
画
課
長
、
老
健
局
介
護
保
険
計
画
課
長
、

保
険
局
医
療
介
護
連
携
政
策
課
長
連
名
通
知
）

協
議
の
場
（
各
構
想
区
域
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
）
に
お
け
る
議
論
に
よ
り
決
定
（

協
議
の
場
（
各
構
想
区
域
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
）
に
お
け
る
議
論
に
よ
り
決
定
（

協
議
の
場
（
各
構
想
区
域
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
）
に
お
け
る
議
論
に
よ
り
決
定
（

協
議
の
場
（
各
構
想
区
域
の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
）
に
お
け
る
議
論
に
よ
り
決
定
（

1
1

1
111

1
1
月
中
）

月
中
）

月
中
）

月
中
）

Ｇ
．
病
床
利
用
率
（
療
養
般
病
床
）

【
根
拠
】
医
療
法
施
行

規
則
別
表
第
７
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法

第
30
条
の
４
第
２
項
第

11
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床

に
係
る

基
準
病
床
数
の
算
定
に
使
用
す
る
数
値
等
（
昭
和

6
1年

厚
生
省
告
示
第
1
65
号
、
平
成

2
9年

３
月
改
正
）

9
0

9
090

9
0
％
（
全
国
・
下
限
）

％
（
全
国
・
下
限
）

％
（
全
国
・
下
限
）

％
（
全
国
・
下
限
）

Ｈ
．
流
入
入
院
患
者
数
（
一
般
病
床
・
療
養
般
病
床
）

【
根
拠
】
医
療
計
画
作
成
指
針
（
平
成
2
9年

３
月

31
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
通
知
、
同
年
７
月
改
正
）

０００ ０
～
当
該
区
域
へ
の
他
区
域
か
ら
の
流
入
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事
が

～
当
該
区
域
へ
の
他
区
域
か
ら
の
流
入
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事
が

～
当
該
区
域
へ
の
他
区
域
か
ら
の
流
入
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事
が

～
当
該
区
域
へ
の
他
区
域
か
ら
の
流
入
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事
が

定
め
る
数

定
め
る
数

定
め
る
数

定
め
る
数

Ｉ
．
流
出
入
院
患
者
数
（
一
般
病
床
・
療
養
般
病
床
）

【
根
拠
】
医
療
計
画
作
成
指
針
（
平
成
2
9年

３
月

31
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
通
知
、
同
年
７
月
改
正
）

０００ ０
～
当
該
区
域
か
ら
他
区
域
へ
の
流
出
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事

～
当
該
区
域
か
ら
他
区
域
へ
の
流
出
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事

～
当
該
区
域
か
ら
他
区
域
へ
の
流
出
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事

～
当
該
区
域
か
ら
他
区
域
へ
の
流
出
入
院
患
者
数
の
範
囲
内
で
知
事

が
定
め
る
数

が
定
め
る
数

が
定
め
る
数

が
定
め
る
数

改
正
点

２
精
神
病
床

H
3
2
年
の
性
別

･年
齢

階
級

別
推
計
人
口

H
3
2
年
の
性
別
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

×
入
院
期
間
が
三
月
未
満
の
性

別
・
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率

（
急
性
期
入
院
受
療
率
）

入
院
期
間
が
三
月
以
上
一
年
未

満
の
性
別
・
年
齢
階
級
別
入
院

受
療
率

(回
復
期
入
院
受
療
率
)

継
続
的
な
入
院
治
療
を

必
要
と
す
る
者
の
割
合

×

治
療
抵
抗
性
統
合
失
調
症
治
療
薬

の
普
及
等
に
よ
る
影
響
値

入
院
期
間
が
一
年
以
上
の
性

別
・
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率

(
認
知
症
患
者
を
除
く
)

H
3
2
年
の
性
別
･年

齢
階
級
別
推
計
人
口

×

×
×

×
入
院
期
間
が
一
年
以
上
の
性

別
・
年
齢
階
級
別
入
院
受
療
率

(
認
知
症
患
者
に
限
る

)

H
3
2
年
の
性
別
･

年
齢
階
級
別

推
計
人
口

認
知
症
施
策
の
実
績

を
勘
案
し
た
影
響
値

×

①②③④

①
か
ら
④
ま
で
の
合
計

÷
精
神

病
床
利
用
率

9
5
％

α
：
0
.
8～

0
.
85

β
：
(
0
.9
5
～
0.
9
6
)の

3
÷
0
.9
5

γ
：
0
.
97
～
0
.9
8
の
3
乗

【
根
拠
】

・
医
療
法
施
行
規
則
第

3
0条

の
3
0第

２
項

・
医
療
計
画
作
成
指
針
（
平
成
2
9年

３
月
3
1日

付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
通
知
、
同
年
７
月
改
正
）

・
医
療
法
施
行
規
則
第
3
0条

の
3
0第

２
号
及
び
別
表
第
７
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法

第
3
0
条
の
４
第
２
項
第

1
1号

に
規
定
す
る
精
神
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
の
算
定
に
使
用
す
る
数
値

等
（
平
成
1
8
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

1
6
1

号
、
平
成
2
9年

３
月
改
正
）



４
感
染
症
病
床

都
道
府
県

の
区
域
ご
と

に
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
」
第
3
8条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
感
染
症
病
床
並
び
に
同
条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事

の
指
定
を
受
け
て
い
る

第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び

第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
感
染
症
病
床
の
数
を
合
算
し
た
数
を
基
準

と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

数

【
根
拠
】
医
療
法
施
行
規
則
第

30
条
の
3
0
第
４
項

都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
結
核
の
予
防
及
び
結
核
患
者
に
対
す
る
適
正
な
医
療
の
提
供
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が

定
め
る
数

３
結
核
病
床

⇒
・
医
療

計
画
作
成
指
針
（
平
成

2
9年

３
月
3
1
日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
通
知
、
同
年
７
月
改
正
）

・
「
医
療
計
画
に
お
け
る
結
核
病
床
の
基
準
病
床
数
の
算
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
1
7
年
７
月

1
9
日
付
け
健
感
発
第
0
7
1
90
0
1号

厚
生
労
働

省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
通
知
）

次
に
掲
げ
る
当
該
区
域
に
お
け
る

法
第
12条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る

医
師
の
届
出
の
あ
っ
た
年
間
新
規

患
者
(確

定
例
)発

生
数
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
数
値

×

法
第
19条

及
び
第

20条
の
規

定
に
基
づ
き
入
院
し
た
結
核

患
者
の
退
院
ま
で
に
要
す
る

平
均
日
数

粟
粒
結
核
、
結
核
性
髄
膜
炎
等
の
重
症

結
核
、
季
節
変
動
、
結
核
以
外
の

患
者

の
混
入
そ
の
他
当
該
都
道
府
県
の
区
域

の
実
情
に
照
ら
し
て

1を
超
え
1.5以

下
の
範
囲
内
で
都
道
府
県

知
事
が
特
に
定

め
た
数
値

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

に
お
け
る
慢
性
排

菌
患
者
(2年

以
上
登
録
さ
れ

て
お
り

、
か
つ
、
1年

以
内
に
受
け
た
検
査
の
結
果
、
菌

陽
性
で
あ
っ
た

肺
結
核
患
者
に

限
る
。
)の

う
ち
入
院
し
て
い
る
者
の
数

×

１
日
当
た
り
の
当
該
都
道
府

県
の
区
域
内
に
お
け
る
法

※

第
19条

及
び
第
20条

の
規
定

に
基
づ
き
入
院
し
た
結
核
患

者

×

※
法
：
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律

＋

【
根
拠
】
医
療
法
施
行
規
則
第

30
条
の
3
0
第
３
項
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